
最近の個別指導 (他県も含む)における新たな指摘事項に姑する注意喚起

九医連の医療保険対策協議会において個別指導の指摘内容に関する問題が協議されています。最近特に下記

の項目について他県や当県でも個別指導で指摘される事が多くなっています。各位はこれらの対策に留意され

ますようお願いいたします。なお本内容は厚生局からの通知等ではありません。

大分県医師会 吉賀 掃

(2018.11)

1.訪問看護に関する医師の指示書について(男げ添資料 1)

(要 旨〉

医療機関で訪聞看護の指示を行う際に発行する「訪問看護指示書」の発行日 (指示日)は、医

療機関の訪間診療日、あるいは外来受診日の同日あるいは翌日後程度であるべきだ(青木に「速や

かに」と記載)。 訪問看護指示書は医師が訪問看護の必要性を認め (患者の同意の下)指示を行う

という趣旨である。よつて訪問看護の指示が医師の訪問日より前というのは不適切との指摘を受

けている。また訪聞看護指示書の妥当性を否定されることがないよう、診療録にはコピーの添付
のみならず、主治医がその発行日 (指示料算定日)において「必要性の要点」を診療録に記載す

るように心がけていただきたい。

2.看取り加算について (別添資料 2)

(要 旨〉

厚生労働省より疑義解釈その 7に示された「看取り加算」の要件について、死亡のタイミング
の見解 (息を引き取るタイミングに主治医が立ち会わなければ算定を認めないとする)について

厳格に適用するよう指導がなされた。しかしこの点については各県から異論が多かったため日本

医師会が厚労省に聞い合わせ、新たな説明があつた。これによると今回は従前通りの柔軟な運用
が認められたが、運用にあたつては診療録に「かかりつけ医」として事前に本人や家族と看取り

に関する取り決めを行っていること、さらに家族から容体変化の連絡があった時点から患者宅に

訪問し、診察後に死亡を確認した旨の詳細な記載を行うなどの対応が必要である。

3.医療情報システムの安全管理に関するガイ ドライン第 5版に伴う指摘事項について

(別添資料 3)

〈要旨〉

個別指導の際に電子的に保存している診療録等 (電子カルテ)に関し、記録の管理 ,運用につ

いて、システム監査など、「ガイ ドラインに準拠していない不適切な事項がみとめられたので、

準拠 した取扱いに改めること」との指摘が相次いだ。これまで電子カルテについては特に病院で

は厳 しく、個人のクジエックではパスワー ドや使用者の ID管理についての注意のみであつた。
しかし最近は病院診療所に限らずガイ ドラインに準拠しシステム監査を適正に実施している

か、運用規定を作成し訓練などを行つているかなど細部にわたって指摘されることが多くなつて

いる。そのため今後は電子カルテ等を使用している医療機関はガイ ドラインに準拠した姑策を進
めていただきたい。
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C007訪 問看護指示料 300点 (抜粋 )

注

1当 該忠者 に対す る診療 を担 う保 関の保険医が、診療に基づき指定訪

F口月看譜事業者 おヽの指 市訪 F画耳看 譜 の を認 め、患者の同意 を得て当該忠者のカ

選定する訪問看護ステーション等に 紺して、訪問看護指示書を交付した場合に、

患者 1人につき月 1回に限り算定する。

2,3,4(略)

通知

(1)訪問看護指示料は、在宅での療養を行っている患者であって、疾病、負傷

のために通院 による療養が困難な者に紺する適切な在宅医療を確保するため、

指定訪問看護に関する指 示を行うことを評価するものであり、在宅での療養を

行っている患者の診療を担う保険医 (「 主治医」)が、診療に基づき指定訪問看

護の必要性を認め、当該患者の同意を得て、別紙様式 16を参 考に作成した訪

問看護指示書に有効期間 (6月 以内に限る。)を記載して、当該患者が選定する

訪問看護ステーションに封して交付した場合に算定する。なお、 1か月の指示

を行う場合には、訪問看護指示書に有効期間を記載することを要しない。

(2)(3)円各

(4)特別訪問看護指示加算は、患者の主治医が、診療に基づき、急性増悪、終

末期、退院直 後等の事由により、週 4回以上の頻回の指定訪問看護を一時的に

当該患者に対 して行 う必 要性を認めた場合であって、(略)・ ・ E頻回の訪問看

護を一時的に行 う必要性 とは、恒常的な頻回の訪問看護の必要性では なく、状

態の変化等で 日常行っている訪問看護の回数では姑応できない場合であること。

また、その理由等については、特別訪問看護指示書に記載すること。

なお、当該頻回の指定訪問看護は、当該特別の指示に係 る診療の日から 14日

以内に限り実施するものであること。

(5) 患者の主治医は、指定訪問看護の必 を認めた場合には、診療に基づき

速やかに訪問 看護指示書及び特別訪門看護指示書<以下この項において「訪問

看護指示書等Jと い う。)を 作成すること①当該訪問看護指示書等には、緊急

時の連絡先として、診療を行った保険 医療機関の電話番号等を必ず記載した上

で、訪問看護ステーションに交付すること。なお、訪問看護指示書等は、特に



患者の求めに応じて、患者又はその家族等を介 して訪聞看護ステーションに交

付できるものであること。

(6)主治医は、交付した訪問看護指示書等の写しを診療録に添付すること。

(7)患者の主治医は、当該訪問看護指示書交付後であっても、患者の病状等に

応 じてその期間を変更することができるものであること。なお、指定訪問看護

の指示を行った保険医療 機関は、訪問看護ステーションからの封象患者につい

て相談等があつた場合には、懇切丁 寧に姑応すること。

以下略
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(保 193)
平 成 30年 10月 2日

都道府県医編会

社会保険担当理事 殿

日本医師会常任理事

松 本 吉 郎

厚生労働省 「疑義解釈資料の送付について (そ の 7)」 の問 2について

平成 30年度診療報酬改定に関するQ&A「 疑義解釈資料の送付について (その 7)」

につきましては、平成 30年 7月 31日 付け (保 128号 )にてご連絡申し上げたとこ

ろです。

当該資料には、「問 2ど として在宅患若訪間診療料 (I)(Ⅱ )に係る「看取 り加算」

に関する疑義解釈が示されてお りますが (下記 1,嫁照)、 この「看取り加算」の疑義解

釈に紺 して、従来の取扱いが変更されたのか等のF口写合せがございました。

そこで、本会から厚生労働省当局に照会したところ、下記 2.の回答を得ましたので、

お知 らせいたします。

つきましては、本件について貴会会員に周知くださるようお願い申し上げます。

1,「疑義解釈資料の送付について (そ の 7)」 の問 2

【看取り加算】

問 2在宅患者訪問診療料 (1)及び (■ )に係る看取り加算については、死亡日に

往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死亡後に

死亡診瞬を行った場合には算定できないという理解でよいか。

(答)そのとおり。

在宅患者訪問診療料 (正 )及び (Ⅱ )においては、

① 在宅ターミナルケアカE算 (死亡日及び死亡日前 14日 以内に、 2回以上の往

診又は訪間診療を実施 した場合を評価)

② 看取 り加算 (死亡日に往診又は訪聞診療を行い、患者を患家で看取つた場合

を評価 (死亡診断に係る評価も包む)。 )

③ 死亡診断加算 (死亡目に往診又は訪問診療を行い、死亡診断を行った場合を

評価。)

が設定されている。これらは、在宅医療におけるターミナルケアを評価 したもので

記



あり、①は死亡前までに実施された診療、②は死亡のタイミングヘの立ち合いを含

めた死亡前後に実施された診療、③は死亡後の死亡診断をそれぞれ評価 したもので

ある。
このため、例えば、

・死亡日に往診又は訪聞診療を行い、んヽつ、死亡のタイミングに立ち会い、死亡後に

死亡診断及び家族等へのケアを行った場合は、② (在宅ターミナルケア加算の要件

を満たす場合は①と②の両方)を算定、
・死亡口に往診又は訪問診療を行い、死亡のタイミングには立ち会わなかったが、死

亡後に死亡診断を行つた場合は、③ (在宅ターミナアレケア加算の要件を満たす場合

は①と③の両方)を算定することとなる。

2.厚生労働省当局に対する照会 と回答

(問 1)「疑義解釈資料の送付について (そ の 7)(平成 30年 7月 30日 付医療課事務

連絡)」 聞 2において、「死亡のタイミングに立ち会い」とは何を指すのか ?

(答)「死亡のタイミングに立ち会いことは、忠者や家族等の療養上の不安を解消するた

めに事前に実施 した説明等を踏まえ、死亡日に患者の診療を行 うことであり、必ず

しも患者が息を引き取る瞬間に医師が立ち会うことを求めるものではない。

(問 2)「疑義解釈資料の送付について (そ の 7)(平成 30年 7月 30日 付医療課事務

連絡)」 聞 2に より、看取り加算の算定要件は従来と比較 して変更されたのか ?

(答)今回の疑義解釈は当該力日算の算定要件の取扱いを明確化するために示 したもので

あり、看取 り加算の算定要件は従来どおり。
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描

Q-1.  ヽ                         '
① このガイドラインを避守すべき対象者は誰か。

② このガイドラインはシステムベンダに読んでもらえば、医療機関等の関

係者まで読む跡要はないのではないか。

③ 再垂託が行われる場合の再委託する事業者もこのガイドラインを趣守す

ることとなるのか。また、他に連守すべきガイドラインがあるのか。

A
① 医療情報ンステムを運用する医療機関等の組鱒の責任者の海です。

② 医療情報ンステムの管理上の一次翼任l芯医療機関側にあります。安全管理

は運用と技術とが相まつて一定のレベルを運成するものです。このガイドラ

インに則つた、実際のンステム等築の多くはシステムベンダが行うかもしれ

ません。しかし、それを管理 t運用するのは、あくまで医療機関側の責任で

す。医療機関等の関係者は、このガイドラインの内容をよく理解し、選會し

ていただく螂要があります。

③ 再委託先でもこのガイドラインが選會されるよう、指導・監督していただ

く跡要がありますD医療情報ンステムの安全管理の観点ではこのガイドライ

ンを、医療情報システムで取り扱う個人情報の保護の観点では「医療・介腹

関係事業者にお`ける1□人情報の適切な取扱しヽのためのガイダンス」を遵曹す

ることが縣要です。情報処几理関連事業者向けには、総務省が「ASP・ SaaS
における情報セキュリティ対策ガイドライン」、「ASPa saaS事業者が医

療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドラインJを、経済産業省が「医

療情報を受話管理する情報処理事業者向けガイドライン」を発行しており、

こちらも参考にする螂要があります。

Q-2 「医療情報システム」とは具体的|こ何を示すのか。

A 医療機関等のレセプト作成用コンピュータ (レセコン)、 電子カルテ、オー

ダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何らん`

の形で悪者の情報を保有するコンピュータ、還隔で悪者の情報を関覧・取得す

るようなコンピュータや携帯輪未も範ちゅうとして想定しています。また、悪

1



者情報が通信される院内・院外ネットワークも含まれます。

Q-3
① このガイドラインの対象情報の範囲はどこまでか。
② 他の医療機関等から提供された電子化された情報の取扱いは、このガイ

ドラインの対象となるのかゃ

このガイドラインは、医療に関わる情報を扱う全ての情報システムと、
それらのシステムの導入、運用、利用、保守及び廃葉に関わる人又は組織
が対象と声ょっています。

そのため、このガイドラインの対象情報は、前文の情報システムや人又は
組戯の中で扱われる情報のうち、①「民間事業者等が行う僣画の保存等にお`
ける情報通信の技術の利用に関する法律等の施行等について」(平成17年
3月 31日付け医政発第0331009号・果良発第0331020号・保発第
0331005号厚生労働省医政局長・医薬食品局長。保I史局長進名通知。以
下「施行通畑」という。)に含まれてしヽる文書、②施行通知には含まれてい
ないもおの、「民間事業者等が行う薔面の保存等における情報通信の技術の
利用に関する法律」(平成 16年法律第149号。以下「e―烹悟法」というけ)
の対象範囲で、かつ、悪者の医療情報が含まれている文書等 (麻巣帳簿等)、

③法定保存年限を経過した文B等、④砂療の都度、診療録等に記戦するため
に参者にした超音波画像等の生理学的検査の記録や画像、⑤診療報酬の算定
上必要とされる各種文書(薬局における栗剤服用歴の記録等)等が対象です。

したがつて、他の医療機関から提供された電子イとされた情報についても、
電子化の状態で利用・保存する限りはこのガイドラインの対象となります。
なお、個人情報の取扱いについては、l固人情報の保題に関する法律 (平成

15年法律第57号。成下「個人情報保護法Jという。)並びに「医療・介
護関係事業者に潟ける個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」等を参
照してください。

Q-4 どのような場合に、介議事業者は本ガイドラインの内容を連會する螂蔓
があるか。

下記のような事例等が想定されます。

介議事業者が取り扱うe―文a法の対象範囲となる文書に、医師等から提

供を受けた悪者の医熊情報を記入し、電子保存を行う場合。3.1章に、内

A

2
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されている場合があるため、最新版をお読みください。
② このガイドラインは適宣見直すこととしております。

Q-3
① 「Ci最優限のガイドラインJさえ僣置すればよいのか。
② 「C.最f畳限のガイドライン」は守つていたが、「D.推奨されるガイドライ

ン」を守つてしヽなかつたために、裁判で不利になることはないか。

A

① 善項目であ「C.最低限のガイ・ドラインJは、制度上の要求を満たすための文
字どおり「最低限J突施すべき事項です。施設の規複や体制によって要求さ
れる事項は買なるため、「D.推奨されるガイドラインJを考慮し、瑕遭の対
策を行う跡要があります。                   1

② このガイドラインは医療情報システムの安全管理展ぴ併文書法への追切
な対応のため、所要の対療を示したガイドラインであり、それ以外の民事訴
訟、刑事訴訟に対して「D.推奨されるガイドライン」を連守しているかどう
かは、直接的な判断基準にならないと著えます。裁判に至る個々の事例によ
り事情は異なるため、不利になるかどうかについては一樹にいえません。「D]

推興されるガイ伴ラインJの採否については、医療機関等の方針に基づいて
適切に判V断 し、運用してくださしヽ。              ・

Q-9
① このガイドラインに違反した場合の罰則等はあるのか。
② ガイドラインを達會しなかった場合、e―文田法以外に,野融する法令はあ
るのか,

③ ガイドラインの「C.銀l匿限のガイドライン」を実施しなかつた場合、異
るのか。

A 本ガイドラインは、e―文B法が医療分野において執行されるb繋の指針とな
ります。

ガイドライン自体に罰貝Jはありませんが、ガイドラインに違背した状態は、
法令を運會していないとみ声ぶされる可能性が十分にあります。
ガイドラインの「C.騒イ邑限のガイドライン」には、法令により要求されてい

る事項が列挙されてしヽます。したがって、これに違背することにより、e…文
書法に求められる要件を満たすことができてしヽないと認められる場合には、医

4



瞭に関係する多くの法令等に違反したとみなされ、その罰則が通用されるおそ
れがあります。        '

Q-10 診療所におしヽても、大規模な医療梢l関と同じような対療が跡要なの

か。

A 制度上の要求事項は同一ですので、規模に関わらす制度上の要求事項を滴
たす跡要がありますが、具体的な対策にういては、医療機関等の規模に応じ
て対策のレベルが変わることがあります。例えば、医師1名のみで運営して
いる診療所においてはシステムの利用者は1名になるため、「65 技術的安
全対策」|こおいて利用者の識別と認証における技術的対策として求められて
いる rcr最低限のガイドライン 6.」 の医療従事者や瞬係職種のレベルに沿
つたアクセス管理は事実上不要になります。具体的な対療の要否や対策レペ

ルについては、医療機関等の規模や物理的な橋渡、運用形態によりで遺切な
対策が異なるため、各準の「B`警え方」を参考にご検討くださしヽ。

Q-11 このガイドラインの説明会や研修会等は実施されていないのか。

A 厚生労悟B省として実施しているものはありませんが、日本医療情報学会や
保健医療福祉I情報システムエ業会等による語演会等で、解説が行われること
があります。

「3 本ガイドラインの対象システム晟び対象構颯』関係―

Q-12 電子保存が詔められている文書とは具体的に何か。

A 「厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保
存等における情報通信の技術の利用に関する省令J(平成 17年厚生労働省令
第44号。以下「e―文彗法省令」というぢ)、 施行通知で定められた文書で、
具体的には「3.1第 7奪及び第9章の対象となる文Eについて」に列挙され
たものです。

5



Q-21 外字の使用について注意すべき点は何か。

A 外字を使用したシステムでは、あらかしめ使用した外字のリストを管理し

ておき、ンステムを変更した場合又は他のシステムと情報を交換する場合に、

表認に観露のないよう対策する財要があります。

『6 情報システ4の基本的な安全管理」関係

Q-22 医療情報を電子化するに当たつて定められた要件はlUか。

A 電子化する封象である全ての記録に対しての指針が、「6 情報システムの

基本的な安全管理」に記載されています。さらに、保存義務のある記録の電

子十七には、e―文書法省令に従つた内容が「7 電子保存の要求事項についてJ

に記磯されており、いわゆる電子保存の3要件 (真正性i見読性、保存性)

について規定されています。紙媒体の原本をスキャすで読み取り電子文a化
する場合の認囀は、「9 診熊爆をスキャす等により電子化して保存する嬬含
についてJに記朝されています。保存義務のなしヽ書類であつても、これらの

認朝に準拠することが求められます。

Q-23 ウイルス期療等が六変なので、外部と遮断した環境を設定する方が

望ましいのか。

A 外部と遮簡することによつて、ウイルス侵入のリスクをl登減できることは

事実ですが、それだけで侵入を完全に防ぐことはできません。例えば特従業
者が不用意にuSBポートなどを利用する場合等でも、ウイルス海il曼入するこ

とがあります。よつて、外部と遮断されている環境であつても、ウイルス対

策ソフトの導入、ぜい弱性の対策を行つたソフトウェアの利用等の対策が陶

要です。

また、医療情報の有効な利用を図るために、,卜部との接続を行うことも広く

行われるようになつています。このような環境でのウイルス侵入等の脅腕は確
ぬ`にありますが、効果的な対策奪行うことで、リスクを許容範囲に収めること
が可能です。対策方法については、ガイドラインをご参照ください。
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Q… 24 「′Jl規模医療機関等において役割が自明の場合は、 を定め

なくとも良しヽ。」とあるが、小規模の基準は痛床数や職員数で決められ
てしヽるのか。

A 明確な基準はありませんが、自明とは「何ら説明を要しない」ことを指し
ます。例えば、役害:」 を果たすための有歯格者が、その施設内に唯一人しか存
在しなしヽ場合等です。そのような医療機関等では、明礎な規程がなくとも説
明責任を果たすことが可能である海`、検討する必要があります。

Q-25 外部監査はどのような桜関に依頼すべきか。

A 医療機関等力t′)人数の従業者により運営されてしヽる等、内部監査の体制を
悟築できない場合には、第二者に監査を依頼すること海1考えられます。この

「第二者」は、
・
医療情報システムに関する知見を有していることが跡要です

が、専門の監壼機関等に限られるものではありません。

Q-26 「 l固人 においては、来呂海者の目己録・餓則、入
′退を制限する等の入退管理を定めることJとあるが、例えば外来やナ
ースステーシヨン等では、それらの信置は困難ではないか。

A 外来やす―ネステーシヨンでは悪者や家族の入退がありますが、情報シス
テムを導入していない場合にも行われているように、その事典をカルテ馨に
記鰈することにより、来訪を記録できます。

Q-27 「英数字、記号を混在させた8文字以上の文字列が望ましい。」と
あるが、8文字の根拠は何か。 '

A パスワートファイルが盗まれる等で、無制限に繰り返して解析が可能であ
れば、8文字のパスワードは錬時間～10数時間で破られることは良く知ら
れています。ここで・

「 8文字以上の文字列が望ましいJとしてしヽますが、パ
スワとドフアイルは狙まれることなく、また3回メヾスワードを間違えると、
一定期間入力できないなどの対策が取られていることが前提です。
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Q-71 部門系で発生する記録等は、ガイドラインでいう診療録等としての

適用を受けるのか。

例えば、エコー横査の紙画像やlb電図の紙波形結果等、院内で発生

した文彗 (ワープロやシステム出力)で、かつ手aき情報の付記のな

いものについては、スキャエングして電子化情報を原本として、元の

紙を廃棄してよいか。

※ スキャニングする際、「どの患者の結果でヽ誰が、しヽつ記録
したか」は登録することを前提とする。

※ 紹介状や同意書等、外部からの文書や押印して初めて朗殉が

発生する文書は、子岳を原本として残すのが原則である。

上記の場合、診療億等として確定することになるのは、どの行為の

時点になるのか。

スキャエング時の作業責任者と情報作成管理者は、どのようになる

のか。   `                `
また、情報作成管理者は、有資褐者等である螂要があるのか。

手書きの付記等がある場合は、どのように行えばよいのか。

A 「 Q-31」 のAを参照してくださしヽ。

A 「Q-39Jの Aを参照してください。

Q-72 掲示以外の周畑方法はどのようなものがあるか。

A rQ-56」 のAを参照してください。

『10 題用管理について』関係

Q-73 医療機関等がこのガイドラインに基づき、診療録等の電子保存に係

る運用管理規足を作成し、その規定に沿つて運用してしヽる場合、「C.

霞極限のガイドラインJを満足してしヽなしヽ項目があつた場合、問題とな

るのか。
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A たとえ手段が異なつていても、ガイドラインの題目を踏まえて、同様の効
果を発揮するように実施することが求められます。「C.最1睡限のガイドライ
ンJを清足していなしヽ状態で何らかの問題殉1発生した場合は、安全管理上の賜

要な措置を行つていないとみなされる可能性があります。少なくとも、「C,最

優限のガイドラインJに沿つた対応を行つていないことについて、理由の説明
が求められます。

r付則」関係

Q-74 掲示以外の周知方法はどのようなものがあるか。

A 「Q-56」 のAを参伊|く してください。

『付歳」関係

Q-75 医療情報システム導入に際して規不呈等を作成したいが、どのような
ものが塁ましいのか。

A 個人情報保護方針については、「6.1 方針の制定と公表」におしヽてl国人情
報保護対策の制定について説明があります。また、「医療・介譲関係事業者に

おけるl固人情報の道切な取扱いのためのガイダンスJでは、「 1 6.医療・
介機関係事業者が行う繕Eの遷明性の確保と対外的明確化Jに要求事項が記

輔されているため、参照してくださしヽ9

運用管理規定については、「6.3 組緯的安全管理対策 (体制・週用管理規
程)Jにおしヽて、運用管理規定についての説明があります。運用管理規定につ
いては、付表に作成例力t掲鞘されてしlるため、参考にしてください。

Q-76 付表に言3職されている文例は、全くこのとおりにする財要はないと
いうことか。

A l必要ありません。文面は、医療機関善の実情に応して変更して下さしヽこ
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